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新型コロナウイルス感染症にかかる臨時休校に伴う児童の「臨時預かり」について 

（お知らせ） 

  

 本市では、市内で３例目となる新型コロナウイルス感染者が発生したことや本県での状況を踏

まえ、児童生徒の安全第一を考えて、市立小中学校において一斉臨時休校としました。 

 休校期間中は、原則、家庭で見守っていただくこととなりますが、保護者の勤務等により、や

むを得ない特別な場合のみの「臨時預かり」を実施します。 

 「臨時預かり」を希望される場合は、下記の事項を御確認いただき、別紙の「臨時預かり依頼

書」を４月１０日（金）までに各学校へ御提出ください。 

 

記 

 

１ 期  間   令和２年４月１３日（月）から４月２０日（月）まで 

         ※臨時休校の期間で土・日、祝日を除く。 

 

２ 時  間   午前７時３０分から午後３時まで 

         ※学童保育所は午後 3 時から開所されます。 

 

３ 対 象 者   次の３つの条件を全て満たす場合を対象とします。 

（１）小学校１年生から３年生の児童又は特別支援学級の児童 

（２）保護者等が勤務等によりやむを得ず見守りができない場合 

（３）祖父母等の支援が受けられない場合 

※児童、同居者において咳や鼻水、喉の痛みなどの風邪症状や発熱がある場 

 合はお預かりすることができません。 

 

４ 場  所   在籍している小学校 

 

５ 注意事項   （１）児童は保護者等が送迎してください。児童だけによる登下校は認めま 

せん。 

         （２）児童は教職員に確実に引き渡してください。 

         （３）学校での急な体調不良やけがなどに備え、学校からの連絡が確実にで 

きるようにお願いします。 

         （４）期間中は給食がありませんので、弁当とお茶を持参してください。 

         （５）感染拡大の予防のため、マスクの着用に御協力ください。         



「臨時預かり」依頼書 

（            ）小学校 

 （  ）年（  ）組（  ）番     児童氏名（               ） 

次の事由により、「臨時預かり」を依頼します。なお、預かり時間及び注意事項を遵守します。 

 
 

〇預かりが必要な時間帯に〇印を御記入ください。 

〇変更が生じた場合は、その都度学校に御連絡ください。 

期 日  
時間帯 

備 考 
7：30～12：00 12：00～15：00 

4 月 13 日 月    

4 月 14 日 火    

4 月 15 日 水    

4 月 16 日 木    

4 月 17 日 金    

4 月 20 日 月    

 

緊急連絡先 

順 位 ※電話番号 氏 名 続柄・会社名等 

１ 
   

２ 
   

３ 
   

※必ず連絡ができる電話番号を御記入ください。 

依頼理由 

 

 

 

 

保護者氏名                          印 


